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                                 令和２年９月１日 

                                株式会社ネットワークス 

 

ＫＥＭＰＯＳでの韓国(ＫＲ)意匠出願入力の手引き 

 

   ＫＥＭＰＯＳでの韓国意匠出願の手続きについて説明します。 

   初めに概要を紹介し、後に各手続の詳細について記述します。 

   必要に応じて、出願種別及び手続の設定についても説明します。 

 

   （１）出願 

    ・使用する出願種別について 

    ・出願の入力 

 

   （２）審査経過／中間手続 

    ・拒絶理由通知 

    ・意見書・補正書（ＯＡ応答） 

    ・拒絶査定 

    ・登録査定 

    ・登録 

    ・年金更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

（１）出願 

 

  ・使用する出願種別について 

   種別ＩＤ：１６３２「ＫＲ意匠１４」を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・存続期限は出願日から２０年です。 

  ・年金期限の起算日は登録日です。 

  ・設定納付年は３です。登録料納付として１－３年度分をまとめて納付します。 

 ・年金納付年は１です。４年度以降は各年度の登録日の日までに次年度分の年金を納付します。 

 

  ・関連意匠について 

   ２０１４年の法改正により関連意匠制度が導入されています。 

   こちらは種別ＩＤ：１６３３「ＫＲ関連意匠１４」を使用します。 
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 ・出願の入力 

 出願台帳右上のプルダウンから「出願」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・「出願」の経過手続の画面です。 

   出願日および出願番号を入力します。 

   出願番号は権利番号である３０＋出願又は公告年度(西暦４桁)＋番号(７桁)の形式です。 

   入力が終わりましたら「転記」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・出願の入力を行った後の画面です。出願日と出願番号が記録されています。 

   審査請求期限はありません。 
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  ・関連意匠の場合は、親の意匠の情報を登録する必要があります。 

   関連出願の「編集」から「本意匠」という区分で登録します。 
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（２）審査経過／登録 

 

  ・韓国意匠は、物品により実体審査を伴う場合と方式審査のみの場合の２種類が存在します。 

   実体審査を伴う出願にて、登録要件を満たしていないと判断された場合は 

   拒絶理由通知が発行され、２か月以内に意見書や補正書の提出をする事が出来ます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・出願台帳右上のプルダウンから「オフィスアクション」の手続を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・手続追加後の画面です。 

   応答期限として「DueDate」が２ヶ月後の日付としてセットされます。 
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  ・応答の手続としては「意見書の提出」や「補正書」を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・手続転記後、応答期限「DueDate」が解除されます。 
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・拒絶査定 

 

  ・拒絶理由が解消していないと判断された場合は、出願は最終的に拒絶査定されます。 

   査定謄本の送達日から３０日以内に不服審判請求、もしくは再審査請求をする事が出来ます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・出願台帳右上のプルダウンから「拒絶査定」の手続を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・手続入力後の画面です。 

   応答期限が手続日から３０日で設定されています。 
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・登録査定 

 

  ・要件を満たしていると判断された場合は登録査定書が発行されます。 

   ３か月以内に３年分の登録料を納付する事により意匠が登録され、登録証が意匠権者に 

   発行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  ・出願台帳右上のプルダウンから「登録査定(設定納付期限の計算あり)」の手続を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・手続入力後の画面です。 

   登録査定から３ヶ月後の日付けで、「設定納付」期限が設定されます。 
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・登録料納付 

 

 

 

 

 

 

 

  ・出願台帳右上のプルダウンから「設定納付(納付年数入力あり)」の手続を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・手続入力後、出願台帳の応答期限が解除されます。 
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・登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・出願台帳右上のプルダウンから「登録(存続期限・次回年金期限の計算あり)」を選択します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・登録入力後の出願台帳画面です。 

  存続期限が出願日から２０年後の日付で設定されています。 

  また、次回年金期限の日付が設定されています。 
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 ・関連意匠の場合は、「登録(存続期限は、親意匠の存続期限より転記)」を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・関連意匠の登録入力後の画面です。 

  存続期限が本意匠の出願台帳から転記されています。 
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■年金更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出願台帳右上のプルダウンから「年金納付(代理人からの完了報告)(期限更新)」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・手続追加時の画面です。 

  複数年納付の場合は納付年数を手動で変更し、転記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・年金納付入力後の出願台帳の画面です。 

  次回の年金期限が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 


